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３
月
12
日
、
松
前
高
校
で
農

漁
村
改
善
グ
ル
ー
プ
の
方
々
を

講
師
に
、
郷
土
料
理
の
「
ク
ジ

ラ
汁
」
を
は
じ
め
、
山
菜
お
こ

わ
な
ど
を
作
っ
て
郷
土
へ
の
理

解
を
深
め
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
松
前
学
と
い
う
授

業
の
一
環
で
、
郷
土
料
理
の
特

色
と
魅
力
を
理
解
し
、
伝
統
を

継
承
し
て
い
く
た
め
に
行
わ
れ

ま
し
た
。

　
生
徒
た
ち
は
、「
食
べ
た
こ

と
は
あ
る
が
、
作
る
の
は
初
め

て
。
ク
ジ
ラ
の
油
が
思
っ
た
よ

り
も
す
ご
く
て
、
切
る
の
が
難

し
い
」「
家
で
は
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
作
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を

き
っ
か
け
に
手
伝
っ
て
み
る
」

な
ど
と
、
話
し
て
お
り
、
は
じ

め
て
の
郷
土
料
理
作
り
に
大
変

さ
を
感
じ
な
が
ら
も
、
郷
土
料

理
へ
の
興
味
を
深
め
た
よ
う
で

し
た
。

伝
統
を
継
承
し
て
い
く
☆

松
高
生
が
郷
土
料
理
づ
く
り

で
郷
土
愛
を
深
め
る

ま
ち
の
話
題

　
こ
の
た
び
、
町
民
な
ど
の
救

急
対
応
に
役
立
て
て
も
ら
い
た

い
と
、３
団
体
か
ら
Ａ
Ｅ
Ｄ（
自

動
体
外
式
除
細
動
器
一
式
）
を

寄
贈
し
て
い
た
だ
き
、
町
長
か

ら
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　
寄
贈
し
て
い
た
だ
い
た
も
の

は
、
役
場
、
町
民
野
球
場
及
び

江
良
体
育
館
に
設
置
さ
れ
ま
し

た
。

■
堀
川
・
吉
崎
経
常
建
設
共
同

企
業
体
（
代
表
・
堀
川
亨
一
）

■
阿
部
・
堺
経
常
建
設
共
同
企

業
体
（
代
表
・
阿
部
利
信
）

■
松
前
管
工
事
業
協
会
（
会
長

･
川
合
孝
雄
）

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
寄
贈
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た

味付けのバランスをみながら丁寧に☆

クジラ汁の完成！

美味しくできるかな♪

広報まつまえに広告を掲載しませんか？

・4.5㎝×8.8㎝（下1段1/2） 5,000円
・4.5㎝×17.8㎝（下1段） 10,000円

広告掲載料

発行月の前月5日までに有料広告
掲載申込書を提出してください

申込方法

申込・問 政策財政課情報調整係　☎42-2275○内 215

問 保健福祉課福祉係　☎42-2650
松前認定こども園　☎42-3944

対象児童
保育時間

利用料金
利用日数
送り迎え

　こども園（1号認定）に通っている子どもを対象に、
保育時間後に引き続き保育します。
　町から「保育の必要性の認定」を受けることで上限
額までの利用料が無料になります。
※上限額など詳しくは保健福祉課福祉係へお問い合わ
せください。

松前認定こども園…1号認定を受けた子ども
 ・13：00～18：00（月～金曜日）
 ・ 7：30～18：30（土曜日）
こども園にお問い合わせください。
上限はありません。
土曜日の利用は保護者などの送迎が必要です。

1号認定（幼児教育）を受けている子ども

預かり保育7

問 保健福祉課福祉係　☎42-2650
清部保育所　　　　☎45-2458

保育時間

利用料金

送り迎え

一時保育

　小学校に就学している児童の保護者が、仕事などで
昼間家庭にいない場合、放課後や学校休業日などに、
学童保育所でお子さんを保育します。
※お申し込みが必要です。

　・学校の授業日…放課後～18：00
　・土曜日（第2・4）及び学校休業日
　　（春・夏・冬休みなど）…8：00～18：00
　・1人月額3,000円
　　（別途おやつ代1,000円）
　・同一世帯から2人以上入所したとき
　　は、2人目からは、月額1,500円
　町が学童保育所へお送りします。
　お迎えは保護者でお願いします。
　必要に応じ学童の一時保育も行って
　いますのでご相談ください。

対象児童　　　　　　小学1年生から6年生までの児童
　・清部保育所……大島小学校の児童
　・松城小学校……松城小学校、小島小学校の児童

小学校入学後の放課後保育

学童保育8

子どもの成長・発達が心配…

発達支援事業9 問 保健福祉課健康推進係　☎42－2650

対象
場所
日程
料金

　お子さんの成長・発達面での心配がある方が養育支
援や福祉制度活用を目的とした相談や、療育手帳を受
ける場合に必要な判定を巡回相談の場で受けることが
できます。

①巡回児童相談 年1回 年齢は問いません。
健康センターまたは町民総合センター
町広報でお知らせします。
無料

※申し込みが必要です。保健師にご相談ください。

町立松前病院の小児科応援診療10 問 町立松前病院　☎42－2515

診察医

月・火・水・金曜日 8：30～11：30

診察医

木曜日 10：00～15：00

対象
場所
時間
料金

　成長・発達面に心配がある就学前のお子さんに、社
会生活（集団生活）への適応能力と基本的な自立能力
の発達を促すお手伝いをします。

②子ども発達支援事業 週3回（月・水・金曜日） 就学前まで
健康センター　2階（児童デイサービス）
10：00～12：00
1 回918円（月上限4,600円）

松前町の子育て

町立松前病院 全科診療医 市立函館病院 小児科（応援診療）

休日・夜間に子どもの急な病気で困ったら
　『小児救急でんわ相談』♯8000 へ（厚生労働省の相談窓口。小児科医師・看護師が対応）


